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格文法の問題点

ー「一般原則」を中心に一—

舟阪 晃

0．目的

Fillmoreの格文法を，テキスト分析のため有効な意味論的分析法の一つと

位置づけ，その問題点のいくつかを考察する。

1. まえがき

テキスト分析，言語生成と理解（ Languageproduction & comprehen -

sion), 文体論，翻訳など，言語運用に関与する部門の研究を考えるとき，統

語論よりも，むしろ，意味論中心の接近法の必要性を感じる。ある発話行為を・

行うとき，まず統語構造を決めてから，その内容（意味）を決めるのではなく，

ある意味を伝えるのに，可能な統語構造のうちどれを選択するか，ということ

が重要であるからである。文を理解する場合も，その文の意味が重要であり，

統語的構造のちがいが重要性をもつのは，それが意味的な面に影響を与えると

きである。

このような考え方から，テキスト分析で利用できるモデルを調ぺてみると，

実用になるモデルの数が少ないことに驚かされる。

多くは，周知のとおり，統語論中心の研究で，しかも，方法論が極度に形式

的になり，また，言語の普遍性を求めるあまり，個々の言語の特性は，とくに，

その全体像は，軽視される傾向にある。もちろん，形式的な方法論が確定し，

言語の普遍体があきらかにされれば，それに基づいて，個々の言語の特性が位

置づけられ，また，解明されることになるはずであるが，これまでの英語学の

流れを見る限り，永久に待ちつづけなければならないのではないか，という不

安な気持になる。
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たとえば，変形文法が紹介されて以来，能動・受動構造の説明は，多かれ少

なかれ，テーマになり，種々の観点から，試みられたのであるが，いまだに，

最終的なものが出たとはいえない。たしかに，この構造についての知見は深ま

ったとはいえ，それに投入された時間と労力を考えるとき，その成果は，あま

りにも貧弱である。しばしば話題になったテーマにしてこういう状態であるか

ら，他のテーマについては推して知るべしであろう。また，最近は，照応関係

の研究が盛んであるが，提案された一つのモデルが，言語全般の説明にどのよ

うに役立つかが検証される前に，他のモデルが提案され，いつまでたっても，

言語現象の全体像を，統一的に，説明できるモデルは現われそうにない。

さて，本稿では，テキスト分析という視点から議論をするわけであるが，そ

の際一番気になるのは，格文法である。たしかに，格文法というのは，理論的

枠組みは弱く，基本的な考え方の中の魅力的な部分は，他のモデル，とくに，

生成変形文法の主流をなすモデルの中に吸収されてしまい，抜けがらだけが残

っているという印象がなくもないが，テキスト分析という観点から可能なモデ

ルを探す際には，やはり，検討の対象になるぺきモデルであるといえようり

2. 格文法の問題点

格文法を攻撃する際には，その「一般原則」に，資料上の反例をあげ，原則

の欠陥を指摘するのが常道の一つであるので，本稿でも， 「一般原則」を中心

に，議論を進めていく。ただし，本稿の基本的な態度は，その原則を擁護する

ものである。

2. 1. 一つのNPは一つの格をもつという原則

反例として， （1)や (2)があげられる。

(1) Charlie bought the lamp from Mary. 

[agent] 

[ goal J (Hajicova 79: 176) 

① action, event, time, placeなどの存在論的 (ontological)概念との関係
からも，検討に価するモデルであろう。
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(2) Esau traded his birthday ring (to Jacob) 

[ source J [ theme J [ goal J 

[ goal J [ source J 

for a mess of pottage. 

[ theme J (Jackendoff 72 : 35) 

(1)では， Charlieは[agent]であり，また， ［goal]でもある。一方，

(2)では， Esauは， ［source]でも[goal]でもあり，さらに付け加えるな

ら， ［agent]でもある。また，toJacobは， ［goal]と[source]が与えら

れているが，さらに， ［dative J,または， ［benefactive]を与えることも可

能であろう。このように見てくると，当初の原則は破られていることになる。

しかし，すこし考えてみると，一つのNPが二つ，または，それ以上の格を

もつのは，同時に起っている現象といえるだろうか，という疑問が生じる。現

に， （2)の説明で，Jackendoffは， " primary action ", " secondary 

action"という表現を用い，複数の格が同時に生じているのではないことを示

唆している。つまり， （1)の Charlieは， （一stative)という素性をもつ動

詞，または，述部に対し， ［agent]という格をもち，つぎに，観点を変えて，

the lampの移動に焦点をあてると， Charlieは， ［goal]であるといえる。

同じく， （2)についても， Esau.ring, Jacobが一つの組をつくり， Esau,

Jacob, pottageが別の組をつくっている。

このことから，複数の格は， NPを，ちがった観点からみた結果生じるもの

で，上記の原則の違反とはいえない。

つぎの例（3)では，二つの格が，あいまいな (ambiguous)状態で現われ

ているもので，これも，違反とはいえない。

(3) I warmed the food on the stove. 

[ locative J 

[ instrument J 

(Nilsen 73 : 79) 
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以上の観察から，上記の原則は，その妥当性は別として，破られていないと

いえる。なお， 「その妥当性は別として」というのは， Fillmoreの格文法に対

して， Andersonのモデルが存在しているということからくる保留条項である。

つまり， Andersonでは， Fillmoreの格に該当すると思われるものが，素性の

束として標記されているわけで，もしこの考え方をとるならば，ここで問題に

した原則は，最初から，議論の意味がないことになる。

2. 2. ー文中に同一格は一つだけという原則

この原則の存在理由は， （4)が非文であることが，自動的に説明できる点に

ある。また，論理的にいっても，二つ以上の同じ格が，同一文中にあることは，

論理的矛盾を意味する。

(4) * A hammer broke the glass with a bat. 
この原則に対する一見反例と見える例をあげよう。

(5) He was sitting under a tree in the park on a bench 

Tuesday afternoon about three o'clock. 

(Fillmore 71 : 51) 

この文では， locative②が三つ，time②が三つと考えれば，原則が破られて

いることになる。しかし， Fillmoreがすでにのべているごとく，意味のレペル

で考えれば， ＂one place specification ", " one time specification " 

(Fillmore 71 : 51)が与えられているということになり，反例とはならない。

さらに， Fillmoreはのべていないが，付け加えるならば，二つの specification

の，それぞれ，三つの表現は， specificationのレペルがちがうので，一つの格

が拡大 (expand)されたものといえる。また，どちらの表現にしても，その

中の一部が移動変形で，たとえば，文頭に出されることもありうるが，その場

合は，一つの格が，拡大し，不連続な形で顕現しているといってよい。そもそ

も，格というのは深層に存在するものであるから，それが表面に出てくるまで

に，拡大したり，分裂したり，消滅したり，移動したりするのは当然である。

② locativeやtimeが「格」であるか，どうかは，疑問の余地があるが，本稿で

はこれ以上言及しない。
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つぎの（6)は，転位の結果生じたもの，また， （7)は，一つの格の拡大の

結果であるので，ともに，原則の違反にはならない。

(6) John, he made the boat. 

[ agent J [ agent J <agent dislocation> 

(7) John and his brother made the boat. 

[ agent J <agent expansion> 

つぎに， （8) (9)をみてみよう。

(8) John threw the ball from the left side to the 

[ source J [source] 

right side of the street. 

(9) The thunder caused the fox to die of fright. 

[ force J [ force ] 

(Nilsen 73 : 28-9) 

Nilsenの判断によれば，（8)の場合，Johnとfromthe left sideが，と・

もに， ［source]であることになる。筆者は， ［source]や[goal]が，

[ agent]や[object]などと同じ性質の格かどうか，多分に疑問に思ってはい

るが，いまはそれは別として，この場合，両者が，同じ質の[source]である

とは思えない。つまり，二番目の[source]は，文尾の[goal Jと対をなすも

のである。また，（9)では，二つの[force Jは，別々の Sの支配下にあるので，

前例よりも明白な理由で，反例にならない。

つぎの例は，扱いにくい例である。

(10) a. John is similar to Paul. 

b. Paul is similar to John. 

similar toの位置には， equaltoやoppositetoも可能である。 (10a) 

と(10b)が，まったく同じ意味を表わしているか，というと，やや躊躇せざ

るをえないところもあるが，（ 10a)の場合，話者に"issimilar"と感じさ

せる要因をなすのがJohnであるから，これは， ［instrument]または[force],

それに対し， Paulは[object]であるとするのは，こじつけがすぎると思わ
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れる。結局．この場合は， similarという語の意味を考慮して，同一の格が二
回現われているという方が適当であろう。もし．（ 11)が，基底構造と認めら

れるなら，同一の格が， （10)では不連続な形で現れているといってよい。

(11) John and Paul are similar (to each other). 

つぎの例もよく引き合いに出される。

(12) a. John resembles Bill. 

b. John resembles a horse. 

c. * A horse resembles John. 

Fillmore (71)も指摘しているごとく， （12 a)のJohnの位置に入る語

は， （12 C)からあきらかなように，総称的なものではいけない。また，Bill
の位置の語は， （12 b)から，総称的であってもよい。この事実は，たいへん

興味のあることであるが， Fillmoreは，これを根拠に，（ 12a)のJohnと

Billとは，性質がちがうということを示唆しているようである。しかし，こ
のちがいが，別々の格を認定できる程大きいちがいであるか，というと，はな

はだ疑わしい。結論的にいうならば，（ 10)の場合と同じように，同一の格が

二回現われているといった方がよい。

最後に，等位 (equative)文の例を考えてみる。

(13) The man is the doctor. 

(14) The table is an antigue. (Marino 72 : 594) 

Marino (72)によれば，（13)(14)の基底構造は，それぞれ，（15)(16)のよ

うになる。

(15) s 

一Mod Prop 

［］：a:：］ v/ロニ
[ +equative J [ +def J [ +def J 

I I 
the man the doctor 
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(16) S 

［：口］table

(is) an antique (Marino 72 : 594) 

Mod周辺の解釈については，異論がないわけではないが，本稿では，議論

をProp内に限定する。(13)の場合は，動詞は等位性を表わす beであるので，

(l 0)と同様に，二つの同一格が現われていると考えられる。 (14)の場合は，

(16)が暗示しているように， anantiqueは，述語名詞で，主語について記述

を行っており，主語との同一性をのべているわけではない。なお，冠詞の分布

の面で類似がみられる(12b)の場合は， resembleの後の名詞は述語名詞で

ない点に注意が必要である。この分析は，通例格文法で処理しにくい述語形容

詞も同じように扱えることを示唆している。最後に， （16)のVの下の [+NJ

は，格とは関係のない項目として扱われているが， しかるぺき格指定を与える

必要があろう。とにかく，この問題は，あらためて考えてみるつもりである。

以上の考察から，類似性，同一性，等値性，対立性などを表わす文では，同

ーの格が二回生じることがあるといえる。このことは，これらの文の意味的特

性からいって，当然のことである。したがって， 2. 2．の原則には，例外条項が

必要となろう。

2. 3. 同一格のみ接続可能という原則

この原則により， （17)が非文であることが，自動的に説明され，技術的には，

これにより，格の同一性に関する判定が行えることになる。

(17) * John and a hammer broke the window. 

[ agent J [ instrument] 

さらに， （18)から， ［instrument]と， ［force]または[cause]という
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意味的に比較的近い関係にある格の接続は，そうでない場合より，ひどくはな

いということができ，このことは，言語的直観に合致しているといえよう。

(18) *? The chisel and the wind broke the window. 

[ instrument ] [ force J or 

l cause J 

(Anderson 77 : 41) 

この原則に対する反例として， Kuno(74)から，例を引用する。

(19) a. John loves, and is loved by, all. 

b. John loves all and he is loved 

[agent] 

by all. 

[ agent J 

[ object J [ object J 

(Kuno 74 : 470) 

(19 a)は， （19 b)から派生されるのであるが， （19 a)では，格の担い手で

ある NPのみが接続されているのではなく，文構造の一部が，右方転位変形に

より接続されている。したがって，これは，原則の違反とはいえない。

つぎの例では， （19)とちがって， NPが接続されている。

(20) a. The children and the parents, respectively, 

liked and were liked by, the teachers. 

b. The children liked the teachers, and 

[ dative J 

the parents were liked by the teachers. 

[ object J 

(Kuno 74 : 471) 

(20 a)は， （20 b)から派生される。その結果， （20 a)の主語の位置では，

[ dative]と[object]が接続されているように見える。しかし，文の意味を

よく考えてみると，この andは，二つのNPを接続しているのではなく，二つ

の文を接続しているといえる。そのことは， respectiもelyという副詞が挿入
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されていることからも証明できる。つまり， ［dative]と[object]は，それ

ぞれ別のSに属しているが，たまたま， respectivelyの働らきにより，表面

的に並置されたにすぎない。また，このような文は， Kuno自身認めているご

とく， "awkward" (Kuno 74 : 471)であり，いわば，有標の表現であると

いうことにも注意する必要がある。

同様の解釈が可能な別の例をみてみよう。

(21) Neither the key 

[ instrument J 

the door. 

nor the locksmith opened 

[ agent J 

(22) The door was opened once with a key and 

[ instrument J 

twice by the locksmith. 

[ agent :J 

(Nishiyama 76 : 114) 

(21)の場合は， neither響..norの存在により，また， （22)の場合は，

once, t両ceの存在により，接続されている NPは， NP自体の接続ではなく，

文全体の接続であることがわかる。つまり， （21)についていえば，まず，

the keyが主語である観点がとられ，つぎに，別の観点から，thelocksmith 

が主語として扱われている。 (22)についても，同様の解釈が可能である。

以上の考察からすれば，この原則に対する違反はみつからないといってよい。

逆に，これは，格の同定（identification)の際，有力な判定手段として用いら

れ，論理上，知覚法上からいっても重要なものと考えられる。

2. 4. 全体的 (holistic)解釈と部分的（partitive)解釈

(23) a. John sprayed paint on the wall. 

b. John sprayed the wall with paint. 

(Cook 79 : 89) 

(23)のpaintは， ［object]という解釈と， ［instrument]という解釈が

可能であるが，いずれにしても，対応する項目には同じ格が指定される。とこ
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ろが，それぞれの意味解釈をみてみると，（a）の方では，部分的解釈が，（b切方で

は，全体的解釈が行われるのがふつうである。つまり， （23 b)では，「壁一面に」

という (23a)にはなかった含意が認められる。もしこれが正しいとすれば，

(a)(b)の意味のちがいは，格のちがいでは説明できなくなり，格の表面上の配列

のちがいにも言及しなければならない。しかし，そもそも，格文法の基本的な

考え方からすれば，格の配列順序というのは無意味であるので，この問題は，

すくなくともこれまでの格文法にとって，大きな問題であったといえる。

この問題に対して， Fillmore(77:IOO)は，文構造の中に nucleusとperiphery

とを区別し， nucleusの中の要素は，totality,completionを含意するような

解釈をうけるとしている。 nucleusとperipheryとの区別は，必ずしも明らか

でないが，前者には，主語，目的語，後者には，それ以外の，とくに，前置詞

句などが入るようである。また， nucleusの中の項目は，通常perspectiveを

られることが多い。このような Fillmoreの，従来の彼自身のモデルに対

する修正案は，示唆に富むものではあるが，不明確なところが多い。そこで，

筆者は，つぎのように考えてみることにする。

Fillmore (77)の考え方の背後には，関係文法の考え方や，同じ年に発表さ

れた Kuno-Kaburaki(77)のSurfaceStructure Empathy Hierarchyがある

のではないかと思われるが，いずれにしても， nucleusとperipheryを二分し

てしまうのは恣意的にすぎるのではないか，と考えられる。むしろ，連続的にラ

ンクを与えて，ランクの上のもの程，perspectiveが与えられやすく， その結

果，全体的な解釈を受けやすいといった方がわかりやすい。

さて， （23)の例文にかえって，その解釈を試みてみよう。

まず， （23a)(23b)について注意すべきことは，このような，いわば，平行

した構造を許す動詞は，ごく限られており，英語の動詞全体からみれば，特殊

なグループを構成しているということである。つぎに，英語の他の多くの構造

と比較してみると，部分的解釈を受ける (23a)の方が，無標の構造で，（23b)

は，そこから派生された有標の構造であると認められる。したがって， （23b) 

が全体的解釈を受けるということは，無標の構造が，どういう手段で有標にな
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ったかを調べれば，説明できることになる。

(23a)(23b)は， （24)のことく，同じランクの配列からなっている。

(24) 主語＞目的語＞修飾語⑧

つぎに，各ランクに入っている格について調ぺてみると， （23 a)は(25a), 

(23 b)は (25b)となる。

(25) a. [ agent J > [ object J > L locative J 
b. [ agent J > [ locative J > [ object J 

(25)では， ［object] と [locative] とを逆転したために，問題の二文

の間に解釈の差が生じたといえる。すでにのべたごとく，ランクの上のもの程全

体的解釈を受けやすいとすると，（25a)の[locative]ではなく，（25b)のそれに

全体的解釈が与えられることになる。別のいい方をすれば，ランクの上の項目は，

その文にとって義務的な項目であることが多いが， （25 b)では，本来義務的な

項目である[object]が入る位置に，通例義務的でない Clocative Jが入った

ために，特別な解釈を受けることになったといってもよい。さらに付け加える

ならば， （25 b)では，本来義務的な位置に生じる[object]が，本来随意的な

項目が入る位置に移されたので， （25 b)に特別な解釈が与えられても不思議

はない。

つぎの例も同様に説明できる。

(26) a. The bees swarm in the garden. 

b. The garden swarms with the bees. 

(Hajiさova 79: 183) 

(26 a)は，無標の構造で，ランクの高い主語の位置に[object]が生じ，ラ

ンクの低い修飾語の位置に[locative]が生じている。一方， （26b)では，無

標の構造でランクの低い位置に入っていた[locative]が， 最もランクの高い

主語の位置に移り，ランクの高い主語の位置に生じていた[object]が，ラン

クの低い修飾語の位置に移されている。この結果として， （26b)の[locative]

には全体的解釈が与えられる。

⑧ A>Bは， Aの方がBよりランクが高いことを意味する。
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3.結論

本稿では，格文法の問題点の一部のみに焦点を決めて議論した。その内容は，

つぎのように要約されよう。

(i) 「一つのNPは一つの格をもつという原則」に対するこれまでの反例

の中で有効と認められるものはない。

(ii} 「一文中に同一格は一つだけという原則」は，基本的には正しいが，

類似性，同一性，等値性，対立性等を表わす文では，同一格が二回現われるこ

とがある。このことは，これらの文の意味的特性からいって当然で，上の原則

には，例外条項が必要となろう。

紅i) 「同一格のみ接続可能という原則」に対する反例はないといえる。

以上三つの原則については，一部，例外条項の付加が必要であるが，基本的

には妥当な原則であると考えられる。

(iv) 全体的・部分的解釈については，つぎの点が重要である。

① 文の表面構造に，連続的に，ランクを認める。

② 無標の格の配列と，有標のそれとを対比し，解釈のちがいを説明す

る。

（昭和59年9月10日）
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